
小・中学校版

保護者の皆様へ

〜学校の外で、保護者と一緒に体験や探究の学びを行う新しい制度が始まります〜

    

　沼津市では、令和８年度の２学期から、平日に保護者等と一緒に行う校外体験活動を、欠席としな

いラーケーション制度を始めます。

　児童生徒が学校外で体験的・探究的な活動に取り組むことは、自ら課題を発見し解決する力を育

む大切な機会です。本市は、「探究的な学びの充実」に向けて、こうした活動を積極的に応援し、探究

的な学びと連携を進めることで児童生徒の「主体的な学び」と「シビックプライド」を育みます。

　＊ラーケーションとは、ラーニング（学習）とバケーション（休暇）を組み合わせた造語です。

平日の体験を、新しい学びへ！

 






沼津市探究型ラーケーション スタート！

御家庭で計画を立てる際、また申請される際は、以下のルールを必ず御確認ください 。

　年間取得上限日数：1年度につき最大3日まで取得可能です。1日単位での取得が可能です。

　　　　　　　　　　（年間取得上限日数を次年度へ繰り越すことはできません）。　

　　　活動の同伴者：児童生徒の安全管理のため、保護者等（父母、祖父母、成人した兄姉、その他親族、同居者等）

　　　　　　　　　　の同伴を原則とします 。

　　 給食費について：直前の申請等に伴う学校給食の停止・返金（減額）対応は行いません 。取得日の給食費は通

　　　　　　　　　  常通り発生しますので御了承ください。

　　　　学習の保障：ラーケーション取得により受けることができなかった授業内容については、学校による個別補　

　　　　　　　　　　習等は行いません 。事前に担任から提示された課題や家庭学習ドリルを活用し、御家庭の

　　　　　　　　　　責任において自学自習で補うようお願いいたします。

　　事後の報告義務：活動報告書やレポート等の提出義務はありません 。御家庭内での話し合いや振り返りを大切に

　　　　　　　　　　してください 。

問合せ先　沼津市教育委員会　学校教育課　℡055ｰ934－4809



【Q&Aと注意事項】

申請から実施までの4つのステップ

Q1. いつでもラーケーションを取得できますか？

A1. 各学校の実情や年間計画に合わせ、教育上および評価上重要な下の特定の日を「ラーケーションを取得

できない日」として事前に設定しています。

STEP 1：
ご家庭で計画を立てる

お子さまと一緒に「どこへ行き、何を学ぶか」を話し合います 。 

※遠出をする必要はありません。身近な自然観察、地域の歴史史跡の訪問、美

術館や博物館の見学など、すべての体験が「学び」の対象となります

　ラーケーション取得日の活動は、学校の管理下で行われる教育活動ではありません。

そのため、学校生活で適用される「日本スポーツ振興センター」の災害共済給付金制度（万が一のけがに対する医療

費給付等）は対象外となります。活動中の安全管理はご家庭の責任となりますので、必要に応じてご家庭で個別に保

険（国内旅行傷害保険等）へ加入されることをお勧めいたします。

STEP 2：
学校へ事前相談

日程や活動内容、学校行事等と重なっていないか等を確認するため、申請

前に学校へ一度御相談・ご連絡ください。

STEP 3：
オンライン申請

　「ラーケーション申請フォーム（Google Forms）」からご申請ください 。

　申請期限：実施日を含む1週間前までの申請が必須です 。

　兄弟姉妹で取得する場合の注意：同じ日に御兄弟姉妹で同時に取得される場

合、学校や学年ごとの出欠および食数管理を行うため、お子さま一人につき1回ず

つ、個別に申請を行ってください。

＊承認は校長が行います。申請期限を大幅に過ぎた直前の申請や、運用ルールに合致し

ない場合は認められないことがあります。

STEP 4：
活動の実施と振り返り

　ケガや事故のないよう安全に十分に注意し、実地での探究的な体験学習を

楽しんでください。 帰宅後は、「どんな発見があったか」「何が一番印象に残っ

たか」をご家庭内で楽しく話し合い、次の学びへとつなげてください 。（報告書

の提出は不要です。）

Q2. どのような活動を「学び」として計画すればよいですか？

 A2. 以下のような校外活動を、学びの目的を持って行うことが推奨されます。

〇市内の観光施設や記念館をめぐり、地域の歴史や文化を体験的に学ぶ。

〇県内外の施設を訪問したり、イベントに参加したりすることで、様々な人と関わる。

〇国内外の文化や歴史にふれたり、人々と交流したりする体験を通して、日本の文化を捉え直す。

〇ボランティア活動や環境体験プログラム等への参加。

Q3. 申請した内容を変更、または取り消したい場合はどうすればよいですか？ 

A3. 万が一、急な御都合や体調不良等でラーケーションをキャンセル、または日程変更される場合は、速やかに

在籍する学校へ電話または日常の連絡アプリで直接御連絡ください 。

各学期の始まりから１週間、修了式、入学式、卒業式、校外学習（社会科見学等）、修学旅行、宿泊行事、
運動会（体育祭）、文化祭（合唱コンクール）、進路説明会、授業参観、全国学力・学習状況調査、定着度調
査、学力診断テスト、定期考査、学校保健安全法で定める健康診断が行われる日、
「ラーケーション」を取得できないと学校長が定める日

https://forms.gle/or6WBige3CyGRdcr6
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